
静岡労働局 雇用環境・均等室 

働き方改革推進支援助成金 

賃金引上げ規定について 

 

１．臨時昇給の場合 

〇規定事項・・・３つ 

 ①賃金引上げ対象とする労働者の範囲 

  （〇〇部署に所属する労働者、勤務成績が良好な労働者・・・など） 

 ②引上げる賃金の範囲 

  （基本給＋業務手当＋資格手当の総額・・・など） 

 ③引き上げ額 

  （３％（または５％）以上引上げを行う、基本給に一律 5,000円を加算する・・・など） 

 

規定例： 

 

第○条 ○○部署に所属する労働者（又は勤務成績その他が良好な労働者（例えば、人事考

課の評点が A 以上の労働者等））について、基本給、○○手当を含めた賃金総額について、

３％（５％）引上げを行う。 

附則 この規程は令和○年○月○日から施行する。 

 

 

≪注意事項≫ 

・賃金引上げに関して、作成・変更した就業規則については事業実施期間内に施行・労働

基準監督署への届出（事業場内従業委員が 10人未満の場合は労使連名の申立書でも

可）がされていること 

 


